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唐津市社会福祉協議会訪問介護唐津事業所 

指定訪問介護・指定第１号訪問事業（訪問型サ－ビス） 

利用重要事項説明書 

 

 あなたに対する指定訪問介護・指定第1号訪問事業（訪問型サ－ビス）「以下（介護サービス）とい

う。」提供開始にあたり、唐津市社会福祉協議会訪問介護唐津事業所指定訪問介護・指定第１号訪問

事業（訪問型サ－ビス）運営規程第２条及び第３条に基づいて当事業者があなたに説明すべき事項は、

次のとおりです。 

 

１．事 業 者 

事 業 所 の 名 称    唐津市社会福祉協議会訪問介護唐津事業所 

事 業 所 所 在 地   佐賀県唐津市二夕子３丁目１５５番地４ 

法 人 の 種 別   社会福祉法人 

事 業 所 代 表 者 氏 名   会 長  笹 山 茂 成 

電 話 番 号   （０９５５)  ７０ － ２３３５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   （０９５５)  ７５ － ６５６５ 

 

２．事業所が実施する事業 

  事 業 の 種 類 佐賀県知事等の事業者指定年月日及び番号 利用定員 

訪     問      介      護  令和 ５年 １月 １日 
４１７０２０００１０ 

 
１６０名/月 

第 1 号 訪 問 事 業  令和 ６年 ４月 １日 

 

３．事業の目的および運営方針 

(１) 利用者の要介護状態に合わせて、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した                                       日常 

  生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他生活全般にわたるサービスを提供 

します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った介護サービスを提供します。 

(３) 地域との結びつきを重視し、保険者、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター、その他

  保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 

 

４．従業者の職種、人数及び職務内容                        （令和７年５月１日現在） 

 

従 業 者 の 職 種 

 

 

員数 

 

区    分 常勤換算を 

した場合の 

人  員  数 

 

職  務  内  容 

 

常 勤 非 常 勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管   理   者 1  1   
 訪問介護員の業務の管理 

指揮命令他 

サービス提供責任者 ６ ２ ４   

 介護サービスに関する連絡調整 

訪問介護員に対する指示他 

介護サービス提供 

訪 問 介 護 員 17  １   16 
 介護サービス提供 
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５．営業日及び営業時間 

営   業  日  年中無休 

 

営 業 時 間 

 早 朝  午前６時から午前８時まで 

 昼 間    午前８時から午後６時まで（平常の時間帯） 

 夜 間  午後６時から午後１０時まで  

 

６．提供する介護サービスの方法及び内容 

訪問介護計画

書の作成 

  サービス提供責任者が、あらかじめ居宅介護支援事業所または地域包括支援センタ

ーの介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画書又は介護予防サービス･支援計

画書に基づき作成した訪問介護計画書に沿って、介護サービスを提供します。 

具体的な介護サービスの提供内容 

身体介護 

サービス 

入浴・排せつ・食事などの介護を行います。  

 ○入浴介助…入浴の介助又は入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。 

 ○排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。  

 ○食事介助…食事の介助を行います。  

 ○体位変換…体位の変換を行います。  

 ○通院介助…通院の介助を行います。 

生活援助 

サービス 

調理・洗濯・掃除・買物など日常生活上の世話を行います。  

 ○調理…利用者の食事の用意を行います。 

     (家族分の調理は行いません。） 

  ○洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。 

     (家族分の洗濯は行いません。） 

  ○掃除…利用者の居室の掃除を行います。 

         （利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。）  

  ○買物…利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。 

         （預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。）  

加算対象 

サービス 

以下の介護サービスは、介護報酬の加算対象となっています。利用の際には加算

額を追加料金として負担いただきます。 

○初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した介護サービス 

 と同月内にサービス提供責任者が自ら介護サービスを行う場合、または他の訪問

介護員等が介護サービスを行う際に同行訪問した場合に、加算をいただきます。 

 ○緊急時訪問介護加算  

    利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門 

員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた時にサービス提供責任者または 

その他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護が中心)を行 

った場合に加算をいただきます。 

○中山間地域等提供加算 

  通常の実施地域以外の利用者が対象です。介護報酬費に５％を乗じた額が加算 

になります。 

  ○中山間地域等小規模事業所加算 

  厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める小規模 

模事業所」であると認められた事業所が対象です。介護報酬費に１０％を乗じた 

額が加算になります。 
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  ○特定事業所加算Ⅱ 

   要介護利用者が対象です。介護報酬費に１０％を乗じた額が加算になります。 

  ○介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

  利用者全員対象です。介護報酬費に２４.５％を乗じた額が加算になります。 

  

 

７．利用料及びその他の費用 

  次の介護サ－ビス費用は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、そのサ－ビスが法定代理受領

であるときは、利用者の自己負担分の支払いを受けるものとします。なお、法定代理受領以外の利用

料については、厚生労働大臣が定める基準によるものとします。 

介護サービス利用料金 平常の時間帯（午前８時から午後６時）での料金は次のとおりです。  

 

≪指定訪問介護の利用料≫ 

         利用料内訳 

利用時間内訳 

利用料 

(特定事業所加算Ⅱ含む) 

自己負担額 

【１割】 

自己負担額 

【２割】 

自己負担額 

【３割】 

身体

介護 

20分以上30分未満 ２,４４０円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 

30分以上１時間未満 ３,８７０円 ３８７円 ７７４円 １,１６１円 

生活

援助 

20分以上45分未満 １,９７０円 １９７円 ３９４円 ５９１円 

45分以上～ ２,４２０円 ２４２円 ４８４円 ７２６円 

 

加算

対象 

 

 

初回加算 ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

緊急時訪問介護加算 １,０００円 １００円 ２００円 ３００円 

中山間地域等提供加算 所定単位数×５％＝円／月 

中山間地域等小規模事業所加算 所定単位数×１０％＝円／月 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×２４.５％＝円／月 

 

≪指定第１号訪問事業の利用料≫ 

(１か月の定額制) 

         利用料内訳 

サービス種類 
利用料 

自己負担額 

【１割】 

自己負担額 

【２割】 

自己負担額 

【３割】 

訪問型サービスⅠ(概ね週１回) １１,７６０円 １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２８円 

訪問型サービスⅡ(概ね週２回) ２３,４９０円 ２,３４９円 ４,６９８円 ７,０４７円 

訪問型サービスⅢ(概ね週３回) ３７,２７０円 ３,７２７円 ７,４５４円 １１,１８１円 

加算

対象 

初回加算 ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

中山間地域等提供加算 所定単位数×５％＝円／月 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×２４.５％＝円／月 

（備考） 

 ☆介護サ－ビスに要する時間は、その介護サ－ビスを実施するために国で定められた標準的な所要 

時間です。 

  ☆上記介護サービスの利用料金は、実際に介護サービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基 

づき決定された介護サービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づき、介護給付費体 

系により計算されます。  

  ☆平常の時間帯（午後８時から午後６時）以外の時間帯で介護サービスを行う場合は、次の割合で 

  利用料割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険 

  給付の対象となります。 
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    ・夜間（午後６時から午後１０時まで）：25％  

    ・早朝（午前６時から８時まで）    ：25％  

  ☆２人の訪問介護員が共同で介護サービスを行う必要がある場合は、利用者の同意の上で、通常の 

利用料の２倍の料金をいだきます。  

   （例）・２人の訪問介護員が介護サービスを行う場合  

       ・体重の重い方に対する入浴介助等の介護サービスを行う場合  

       ・暴力行為などが見られる方へ介護サービスを行う場合  

 

  ☆介護サービス利用料金の全額自己負担の場合 

   利用者がまだ要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画等が作成されていない場合には 

 介護サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担 

額を除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い） 

   償還払いとなる場合、利用者が介護険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サー 

ビス提供証明書」を交付します。  

    介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更しま 

す。 

介護保険の給付対象 

とならない介護サー

ビス 

 介護保険給付の支給限度額を超えて介護サービスを利用される場合は介護

サービス利用料金の全額が、利用者の負担となります。  

交通費  利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問し、介

護サービスを行う場合にはそれに要した交通費の実費をいただきます。 

 

利用料金のお支払い 

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前記の利用料は、１か月ごとに計算し請求します。請求月末日までに次の

方法でお支払いください。 

※指定訪問介護は、１か月に満たない期間の介護サービスに関する利用料金

が発生した場合、利用日数に基づいて計算した金額とします。 

  （支払い方法） 

 当事業所指定の請求書（兼）領収書で次の指定金融機関へお支払い

ください。 

（金融機関） 唐津農協   各支店（旧唐津市農協） 

       唐津信用金庫 本支店 

 

 口座振替（自動払込）手数料は本事業所が負担いたします。 

（金融機関） 佐賀銀行、 

唐津信用金庫 

       唐津農協 

ゆうちょ銀行 
 

 利用の中止、更新、 

追加 

              

       

○利用予定日の前に、利用者の都合により、介護サービスの利用を中止

、変更または新たな介護サービスの利用を追加することができます。こ

の場合には介護サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てくださ

い。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申

し出をされた場合、取消料として次の料金をお支払いいただく場合があ
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ります。ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限

りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料 

〇気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然

災害等によりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したと

きには、事業所からの申し出により、曜日の変更及び時間の変更をお願

いする場合があります。 

  

 ８．介護サービスの利用に関する留意事項  

  介護サービス 

 提供を行う 

 訪問介護員 

  介護サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。  

  ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替して介 

  護サービスを提供します。 

  訪問介護員の 

  交替 

 

 

 

○利用者からの交替の申し出  

  選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者

に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者か

ら特定の訪問介護員の指名はできません。  

○事業者からの訪問介護員の交替  

  事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。  

  訪問介護員を交替する場合は利用者及びそのご家族等に対して介護サービス 

  利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。  

  介護サービス 

 実施時の留意 

事項  

 

 

 

 

○定められた業務以外の禁止  

  利用者は「当事業所が提供する介護サービス」で定められた介護サービス                               以

外の業務を事業者に依頼することはできません。  

○介護サービスの実施に関する指示・命令 

  介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし

事業者は訪問介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に

配慮するものとします。  

○備品等の使用  

  介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償

で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も

使用させていただきます。  

  介護サービス 

 内容の変更 

 

  介護サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていた介護サー

ビスの実施ができない場合には、介護サービス内容の変更を行います。その場

合事業者は、変更した介護サービスの内容と時間に応じた介護サービス利用料

金を請求します。  

  訪問介護員の 

  禁止行為 

 

 

 

 

 

  訪問介護員は、利用者に対する介護サービスの提供にあたって、次に該当す

る行為は行いません。 

 ○医療行為  

 ○利用者もしくはそのご家族等からの金銭又は高価な物品の授受  

 ○利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供  

 ○飲酒及び利用者もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙  

 ○利用者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動  
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 ○その他利用者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為  

 

９．通常の事業の実施区域 

  通常の事業の 

実施区域 

 唐津市（浜玉町、厳木町、相知町、肥前町、鎮西町、呼子町、七山及び離島、

辺地を除く） 

 

１０．苦 情 申 立 先 

 当事業所の苦情 

 受付 

 

 

 

 

 

当事業所における苦情やご相談は次の窓口で受け付けます。 

 苦情受付担当者  介護サ－ビス課長  田﨑 由紀子          

          管 理 者     平山 悦子 

 受付時間        毎週月曜日～金曜日午前８時３０分から午後５時１５分 

 電話番号         ０９５５－７０－２３３５ 

 苦情解決責任者   事務局長  田中 寿幸 

 苦情箱           施設内に設置 

苦情処理の流れ 

  ①介護サービス利用者(家族)からの相談・苦情の申し出 

  ②相談・苦情内容の意向等の確認と記録 

  ③受けた相談・苦情及びその改善状況等責任者へ報告・助言 

その他苦情受付

機関 

 

 唐津市介護保険課指定・指導係 所在地 唐津市西城内１番１号 

                       電話番号 ０９５５－５３－８０２１ 

 佐賀県国民健康保険連合会     所在地 佐賀市呉服元町７番２８号 

                       電話番号  ０９５２－２６－１４７７ 

 

１１．第三者評価の実施 

  訪問介護サ－ビスの第三者評価は実施していません。 

 

１２．秘 密 保 持  

 業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密は守ります。 

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の                                         

家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書により得た上で行います。 

 

１３．緊急時の対応 

  訪問介護サービスの提供を行っている時に利用者の病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医

救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主治医 
病院名 

  

 

 

 

 

 

 

氏 名 
 

電話番号 
 

 

ご家族 
氏 名 

 

 

連絡先 
 

 
電話番号 
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１４．事故発生時の対応 

  利用者に対して、介護サービスを提供したことにより損害賠償すべき事故が発生した場合には損

害賠償を速やかに行います。ただし、利用者の過失による事故の場合は損害賠償は行いません。 

 

１５．虐待防止の対応 

 事業者は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。 

  １虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者  管理者  平山悦子 

  ２成年後見制度の利用を支援します。 

 ３苦情解決体制を整備しています。 

 ４従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施をしています。 

  

  私は、本書面に基づいて当社会福祉協議会職員（職名  訪問介護員   氏名        ）から上

記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

                           令 和   年   月   日 

 

  利 用 者     住 所                                        

 

                    氏 名                                       

   

  

 利用者の家族   住 所                                        

 

                    氏 名                                       

                   

                   続 柄 


